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７章 でん粉原料用さつまいも・でん粉の流通と各種制度 

 

１．原料用さつまいもの集荷体制 

でん粉原料用さつまいも及びさつまいもでん粉の流通は以下のとおり。現在の品

目別経営安定対策の下では，交付金の交付を受けるために，生産者はでん粉工場と

の間で売渡契約を締結することが要件となっている。 

ほ場から掘り取ったさつまいもは大きく３つの流れで工場に集荷される。一つは

農協による一元集荷で地域内のさつまいもを農協が集荷し，管内の工場へ配分する

もので，県内では出水地域や熊毛地域で行われている。二つめは集荷業者による集

荷で，原料用さつまいもの仲買を行う業者が，でん粉原料用さつまいもを代理集荷

し工場へ搬入するもの，三つめは生産者が工場へ直接搬入するものである。 

 

図７-１ でん粉原料用さつまいも及びさつまいもでん粉の流通フロー図 

 

２．原料用さつまいもの流通対策 

鹿児島県さつまいも・でん粉対策協議会（平成 16 年以前は鹿児島県甘しょでん粉

対策協議会 以下「協議会」という）は，鹿児島県原料用さつまいも及びさつまい

もでん粉の生産・流通等に係る基本方針を一体的に推進し，さつまいも生産農家の

所得向上と関連産業の経営安定を図ることを目的に，県及び鹿児島県農業協同組合

中央会，鹿児島県澱粉協同組合連合会などの関係機関・団体を会員とし，昭和 40 年

7 月に設立された。本協議会が中心となって，でん粉原料用さつまいもの流通に関し

て各種対策を講じてきた。 

ア でん粉原料用さつまいもの自主検査 

原料用さつまいもの検査については、昭和 25 年に施行された「いも類検査条例」

に基づき実施されてきたが，同条例が昭和 39 年に廃止されたことに伴い，昭和 47
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年に協議会で原料用さつまいもの品質向上を目的として「原料用甘しょ自主検査

実施要領」等を策定し，自主検査を行ってきた。 

 

鹿児島県原料用甘しょ自主検査実施要領 

 

 （目 的） 

 第１ 原料用甘しょの品質向上と公正円滑な取引を図るための自主検査を推進す 

     ること目的とする。 

 （規格基準の設定） 

 第２ 自主検査は知事が定める  規格基準に基づいて行う。規格基準は鹿児島県 

     甘しょでん粉対策協議会の意見を聞いて別に定める。 

 （検査の主体） 

 第３ 自主検査は受入工場において，規格基準に基づいて自主的に行うものとす 

     る。 

 （自主検査の指導等） 

 第４ 知事は自主検査並びに規格基準の普及徹底を図るため，説明，研究会等を 

     開催する。 

  ２ 知事は規格基準を定めたとき，又は改正したときは，直ちに周知の措置を 

     講ずる。 

  ３ 規格基準に基づく自主検査の指導は，県並びに県甘対協が行う。 

  ４ 支庁，農林事務所は，地区甘対協と連携して，規格基準に基づく自主検査 

     の普及推進を図るとともに，地区間の連携並びに苦情の処理に当たるものと 

     する。 

 （その他） 

 第５ 自主検査の実施に必要な事項について，知事は県甘対協と協議して運営細 

     則を別に定める。 

 

  附則 この要領は昭和４７年４月１日から実施する。 

 

 

 

原料用甘しょ流通規格基準 

 

 １ 原料用甘しょ 

（１）種類 

   加工用かんしょ 

（２）規格 

  ア 量目 

        37.5キログラムまたは45キログラム 

  イ 包装 

        麻袋，サイザル袋又は車輌等によるはだか積み 
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  ウ 品位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等級 品種 １個の重量 乾燥 調整  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｺｶﾞﾈｾﾝｶﾞﾝ 

 農林２号 

 

 

 

 

 

 

 

75g以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管に耐える程度に

十分乾燥したもの 

 

 

 

 

 

 

 下記のものが混入又は 

 付着していないもの 

(1)１等以外の品種のもの 

(2)腐敗変質しているもの 

(3)病害を受けているもの 

(4)いもづる，ひげ及び尾根

の切取の不十分なもの 

(5)土砂，ゴミ等の異物の混

入が１％以上のもの 

２等  その他品種  同上  同上 同上ただし(1)を除く 

 

  格外 １等及び２等に合格しないもの 

 

 

イ でん粉原料用さつまいもの需給調整 

「協議会」では毎年でん粉原料用さつまいもおよびさつまいもでん粉の需給調

整を行ってきたが、平成５年産については，度重なる気象災害の影響で作柄が悪

く生産量が需要量を大幅に下回ることが予測されたことから，用途間の原料集荷

の競合を避けるため，「甘しょ生産集出荷対策会議」を開催し，操業時期の繰り

下げなど関係業界による申し合わせ事項等の取決めを行った。 

平成６年産からは，宮崎県のでん粉工場の休止に伴い，宮崎県産原料を本県の

でん粉工場で受け入れてきた。 

本格焼酎ブームにより焼酎原料用さつまいもの需要が増えてきたため，用途別

需要量の適正な確保を図るため，平成 16 年度には鹿児島県酒造組合（旧鹿児島県

酒造組合連合会）が新たに協議会の会員に加わった。 

その後，さつまいもの主な用途であるでん粉用と焼酎用について，毎年，確保

方針を策定し，県段階と地域段階で実践している。 

県段階では，用途別需要見込を把握し，各地域に生産目標数量として提示する。

各地域では提示された生産目標数量を基に，生産計画を作成し，需要に見合った

生産量が確保されるようでん粉製造事業者，焼酎企業，関係機関・団体と緊密な

連携を図り，実需者（でん粉・焼酎関係企業）の需要見込量に見合う原料の確保

・調整を行っている。さつまいもの収穫が終わる 12 月頃には，でん粉原料用及び

焼酎原料用さつまいもの集荷状況を把握し，次年度対策を検討している。 

 

 

 

 



77 

 

 

原料用さつまいも需給調整イメージ 

 

 

 

 

 

用途別需要見込数量の把握 

                           ［12月～１月］ 

 

 

       

  

   

 

 

 

   でん粉原料用  

 

 

    焼酎原料用  

 

 

原料確保見込数量 

 

原料確保見込数量 

 

   

 

鹿児島県，鹿児島県さつまいも･でん粉対策協議会 

 

・地域別・用途別生産計画の作成・検討 

                             ［２月］ 

  でん粉・焼酎関係による用途別需要見込量の確  

認と原料確保対策等の合意形成   

 

 

 

 

 

 

  

 

                            

                            

                          

 

地域さつまいも等対策協議会 

 

 

 

 

 

 

 実効性のある契約栽培 

 の徹底（啓発） 

 

・市町村別･用途別生産計画作成 

                 ［２月］ 

 ① 地域生産計画＜需要見込量 

   → 作付拡大･収量向上対策 

 ② 地域生産計画≧需要見込量 

   → 生産維持対策  

 

   

  

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

でん粉製造事業者  

 

 

 

 

  

 

※ でん粉原料用は，原料売渡契約 

数量を基に作成。国内産いもでん 粉

生産計画数量が上限 

※ 焼酎原料用は，責任集荷体制を 

整備 

 

 

 

 

 

 

焼酎企業  

 

 

 

 

 

・原料売渡契約に基づく原

 料取引実践 

 

 

 

・実効性のある契約栽培 

･契約取引の実践 

・契約原料の全量責任集 

荷実践 

・集荷業者の指導 

    

  

・地域別生産状況(６月末時点での作付面積･生産量見 

 込)の取りまとめ[７月] 

  

 

  

・用途別原料確保状況の取りまとめ 

  でん粉原料用[10月～11月旬毎] 

  焼酎原料用 

      [12月(翌年７～11月実績+12～６月見込)] 

 

・地域別・用途別生産実績見込の取りまとめ 

                                 ［12月］ 

 

  

次年度対策の検討 

                                       ［１月］ 



 

 

３．でん粉原料用さつまいもに関する制度 

  ア 農産物価格安定法（昭和 28 年～平成 18 年） 

米麦に次いで重要な農産物（かんしょ，馬鈴薯，大豆，なたね）の価格が適正な水準か

ら低落することを防止し，生産の確保と農家所得の安定に資することを目的として昭和 28

年に制定された。 

かんしょについては，でん粉生産者が原料基準価格（政府が毎年 10 月 20 日までに公表）

以上の価格で買い入れたかんしょを原料として生産されたでん粉を，政府が必要な時期に

必要量を政府買入価格（政府が毎年 10 月 20 日までに公表）で買い入れることにより適正

価格を確保することとなった。昭和 30 年代はかんしょでん粉の供給量が需要量を上回る

状態が続き，でん粉の政府買入価格は昭和 28年の 47,200円/tから昭和 33年頃には 41,300

円/t まで低下した。また，昭和 37 年頃から国内産でん粉と競合する輸入とうもろこしを

使ったコーンスターチの生産が急増し，でん粉の政府買入れを通じて，でん粉及び原料か

んしょの価格維持を図るという農産物価格安定法の運用のみでは十分その目的を果たし

得なくなってきた。こうした情勢に対応して，昭和 43 年以降輸入とうもろこしの関税割

当制度の運用により，国内産でん粉と抱き合わせ使用される糖化用コーンスターチの原料

とうもろこしの関税を無税にすることにより国内産でん粉の需用の確保と価格の安定が

図られることになった。 

 

【抱き合わせ制度】       【生産者・製造事業者への支援】 

                        

（資料）農林水産省生産流通振興課資料より 

 

 



 

  イ 原料かんしょ取引指導価格（昭和 49 年～平成 18 年） 

昭和 49 年産原料用かんしょの原料基準価格決定に際し，いも作に対する危機感から，

1,000 円/１俵（60ｋｇ）の農家手取額確保についての強い要請が生産者からあったが，農

産物価格安定法の枠の中で価格を要請どおり引き上げることは困難であった。しかし，当

時の糖化製品市況がかなり高水準であった状況の中で，糖化用無税コーンスターチと抱き

合わされる国内産でん粉の生産者団体から糖化業者へ売り渡される取引価格を農林水産

省（当時の農林省）が指導することとなった。この結果，取引指導価格は昭和 56 年から

昭和 60 年には 1,360 円/１俵が確保された。 

 

  ウ 特定原料用かんしょ特別集荷奨励金（昭和 50 年～平成 18 年） 

昭和 50 年産原料用さつまいもの価格決定に際して，取引指導価格を 1,050 円/１俵に引

き上げるための指導がなされたが，前年とは異なる厳しい市況のため実現は困難であっ

た。 

このため，政府の財政措置により原料用さつまいもの集荷業者に対し，特別奨励金（35

円/俵）を交付することにより，取引指導価格の実現が図られた。 

その後，取引指導価格の上昇に伴い集荷奨励金も増加し，昭和 55,56 年には 300 円/１

俵となり，国の財政負担が大きくなった。 

 

表７-１ でん粉原料用さつまいもの原料基準価格等の推移      （ 単 位 : 円 / t ）  

年 次  か ん し ょ  で ん 粉  年 次  か ん し ょ  で ん 粉  

 

 

原 料 基

準 価 格  

取 引 指

導 価 格  

政 府 買 入  

基 準 価 格  

 

 

原料基準

価 格  

取引指導

価 格  

政府買入基

準 価 格  

昭 . 2 8  7 , 4 6 6  -  4 7 , 1 9 9  昭 . 5 5  2 6 , 5 7 0  3 5 , 3 3 3  1 3 9 , 7 2 0  

昭 . 2 9  7 , 6 0 0  -  4 7 , 1 9 9  昭 . 5 6  2 7 , 7 3 0  3 6 , 2 6 7  1 4 8 , 2 2 0  

昭 . 3 0  6 , 9 3 3  -  4 3 , 1 9 9  昭 . 5 7  2 8 , 1 5 0  3 6 , 2 6 7  1 5 4 , 8 4 0  

昭 . 3 1  6 , 5 3 3  -  4 1 , 5 9 9  昭 . 5 8  2 8 , 2 9 0  3 6 , 2 6 7  1 5 7 , 8 4 0  

昭 . 3 2  6 , 5 3 3  -  4 1 , 3 3 2  昭 . 5 9  2 8 , 5 4 0  3 6 , 2 6 7  1 5 8 , 7 0 0  

昭 . 3 3  6 , 6 5 7  -  4 1 , 3 3 2  昭 . 6 0  2 8 , 8 1 0  3 6 , 2 6 7  1 5 9 , 4 7 0  

昭 . 3 4  6 , 6 6 7  -  4 1 , 3 3 2  昭 . 6 1  2 8 , 6 2 0  3 5 , 8 4 0  1 5 7 , 0 2 0  

昭 . 3 5  6 , 6 6 7  -  4 1 , 3 3 2  昭 . 6 2  2 7 , 4 9 3  3 4 , 4 0 0  1 4 8 , 4 8 0  

昭 . 3 6  6 , 9 3 3  -  4 2 , 1 3 8  昭 . 6 3  2 6 , 4 7 6  3 3 , 1 3 0  1 4 3 , 9 7 0  

昭 . 3 7  7 , 3 3 3  -  4 3 , 0 6 7  平 . 元  2 6 , 4 7 6  3 3 , 1 3 0  1 4 5 , 8 2 7  

昭 . 3 8  8 , 0 0 0  -  4 4 , 8 0 0  平 . 2  2 5 , 7 1 7  3 2 , 1 8 0  1 4 2 , 6 3 4  

昭 . 3 9  8 , 0 0 0  -  4 4 , 8 0 0  平 . 3  2 5 , 4 6 9  3 1 , 8 7 0  1 4 1 , 5 7 4  

昭 . 4 0  8 , 5 3 3  -  4 6 , 8 0 0  平 . 4  2 5 , 4 6 9  3 1 , 8 7 0  1 4 1 , 5 7 4  

昭 . 4 1  9 , 0 6 6  -  4 9 , 8 6 7  平 . 5  2 5 , 4 6 9  3 1 , 8 7 0  1 4 1 , 5 7 4  

昭 . 4 2  9 , 6 0 0  -  5 3 , 3 3 3  平 . 6  2 5 , 4 6 9  3 1 , 8 7 0  1 4 1 , 2 2 3  

昭 . 4 3  9 , 8 7 0  -  5 4 , 1 3 0  平 . 7  2 5 , 4 6 9  3 1 , 8 7 0  1 4 1 , 2 2 3  

昭 . 4 4  1 0 , 1 3 0  -  5 4 , 8 0 0  平 . 8  2 5 , 4 6 9  3 1 , 8 7 0  1 4 1 , 2 2 3  

昭 . 4 5  1 0 , 6 7 0  -  5 6 , 0 9 0  平 . 9  2 5 , 4 0 1  3 1 , 7 4 0  1 4 1 , 5 1 9  

昭 . 4 6  1 1 , 1 0 0  -  5 7 , 7 8 0  平 . 1 0  2 5 , 3 3 4  3 1 , 6 2 0  1 4 0 , 3 2 2  



 

昭 . 4 7  1 1 , 4 0 0  -  5 9 , 1 8 0  平 . 1 1  2 5 , 2 7 8  3 1 , 5 2 0  1 3 9 , 3 6 7  

昭 . 4 8  1 3 , 2 2 0  -  6 8 , 7 5 0  平 . 1 2  2 5 , 2 3 3  3 1 , 4 3 0  1 3 8 , 6 8 4  

昭 . 4 9  1 8 , 2 4 0  2 6 , 6 6 7  9 4 , 7 7 0  平 . 1 3  2 5 , 2 3 3  3 1 , 4 3 0  1 3 8 , 6 1 1  

昭 . 5 0  1 9 , 9 3 0  2 8 , 0 0 0  1 0 4 , 3 1 0  平 . 1 4  2 5 , 1 7 3  3 1 , 3 1 0  1 3 8 , 5 1 6  

昭 . 5 1  2 1 , 5 0 0  2 9 , 3 3 3  1 1 2 , 9 2 0  平 . 1 5  2 5 , 0 9 8  3 1 , 1 6 0  1 3 8 , 2 9 6  

昭 . 5 2  2 2 , 9 1 0  3 1 , 2 0 0  1 2 0 , 6 3 0  平 . 1 6  2 5 , 0 7 8  3 1 , 1 2 0  1 3 7 , 9 0 7  

昭 . 5 3  2 3 , 3 5 0  3 1 , 8 6 7  1 2 2 , 3 2 0  平 . 1 7  2 5 , 0 6 3  3 1 , 0 9 0  1 3 7 , 7 0 4  

昭 . 5 4  2 4 , 1 3 0  3 2 , 9 3 3  1 2 7 , 1 6 0  平 . 1 8  2 5 , 0 3 3  3 1 , 0 3 0  1 3 7 , 5 1 1  

（資料）農林水産省「いも・でん粉に関する資料」 

 

  エ でん粉原料用さつまいも政策の見直し（平成 18 年～） 

平成 16 年８月の食料・農業・農村政策審議会企画部会の基本計画中間論点整 

     理において，以下のような整理がなされた。 

 ○てん菜、さとうきび、でん粉原料用ばれいしょ・かんしょといった原料作物 

   については、特定の地域の農業における基幹作物であり、その生産が関連産 

   業とともに地域の経済社会において重要な位置を占めていることを踏まえて 

   対策を構築すべきである。 

 ○その際、市場原理の一層の導入や関連産業も含めたコスト削減の推進に資す 

   るものとして施策のあり方を検討する必要がある。 

 ○でん粉原料用かんしょについては、代替作物に乏しい自然条件の下で、その 

   多くが零細な経営により生産されている実態を踏まえた対応が必要。 

 

これを受けて，平成 16 年８月から平成 17 年３月まで「砂糖及びでん粉に関する検討 

   会」においてでん粉及びでん粉原料用いも政策の基本方向が検討された。 

『でん粉及びでん粉原料用いも政策の基本方向』の概要 

 ○零細な生産構造等を踏まえ、品目別政策へ移行 

 ○最低生産者価格は廃止し、市場の需給事情を反映した取引価格が形成される 

   制度へ移行 

 ○効率的かつ安定的な生産を図るための生産体制を確立するため、地域の担い 

   手や生産組織の育成、法人化の推進等を促進することが必要 

 ○最大限の合理化を前提に、国内産いもでん粉製造事業者に対して政策支援を 

   実施 

 ○抱合せに代わり、コーンスターチ用とうもろこし等から調整金を徴収する制 

   度を創設 

 

新たな制度の下では，生産者の収入はでん粉製造業者から支払われる品代（取引価格）と

経営安定対策交付金の２種類から構成されている。取引価格は市場動向を適切に反映する仕

組みとして，かんしょでん粉の価格を生産者とでん粉製造業者との間であらかじめ定めて比



 

率により分配して形成される。経営安定対策交付金は，でん粉原料いもの生産コストのうち，

取引価格では賄えない部分に着目して支払われる。 

一方，でん粉製造業者には，でん粉の販売収入の製造業者分に加えて最大限の合理化を前

提に政策支援が行われる。 

【調整金制度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       【生産者・製造事業者への支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （資料）農林水産省生産流通振興課資料より 

 

 


